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書　評

若林洋夫著「イギリス石炭鉱業の史的分析」

（昭和６０年３月　有斐閣）

富　沢　賢　治

（Ｉ）

　本書は，産業資本確立期の最終段階にあたる１８４０年代におげるイギリス石炭鉱業の理

論的 ・実証的分析を試みたものである 。ｒ石炭の上に浮かんだ島」とも言われるイギリ

スでは，産業革命期以来，石炭鉱業はつねに大きな経済間題の中心にあり ，したが って

また，つねに労働間題の焦点でありつづげてきた。本書が刊行された１９８５年３月という

時点をとりあげてみても，それは１年剛こわたる長期の炭労ストライキが終結したとき

であ った。周知のように，このストライキはｒ非経済的な炭坑」（ｕｎｅ・・ｎｏｍｉｃ　ｐｉｔｓ）の閉

鎖に反対してたたかわれたものであ った。このストライキの期問中，労使双方にとっ

て， また国民全体にとっ て， 最大の論点とな ったのは，ある炭坑が「経済的」かｒ非経

済的」かということはいかたる基準をもっ て判定されうるかという問題であ った。スト

終結当時，ＮＵＭ（全国坑夫組合）の本部があるシ ェフィールドに滞在していた私は，種

々の議論を聞く機会を持ったが，この問題に明確た解答を与えることがいかに困難であ

るかということを，つくづく悟らされた 。

　ある経済事象が「経済的」か「非経済的」かという判断は，階級的立場によっ て異た

るのは当然であるが，いずれの立場に立つにせよ，その判断は可能たかぎり客観的な事

実の科学的た分析にもとづくものでたげれぽならない。その分析はまた，長期にわたる

歴史的展望のもとでたされる必要がある 。

　イギリス石炭鉱業にかんしては，産業技術史，労働運動史，杜会政策史などの個別専

門分野ではおびただしい量の研究業績が残されている。しかし，産業資本確立期に隈定

してみるかぎり ，石炭鉱業をイギリス国民経済全体の構造的特質の一都として積極的に

位置づげようとする本格的研究は，目本だげではたくイギリス本国においても ，意外た

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（６８８）



　　　　　　　　　若林洋夫著ｒイキリス石炭鉱業の史的分析』（富沢）　　　　　　　　 ユ５３

ほど少ない 。

　このようた研究状況を考慮するとき，産業資本確立蜘こおけるイギリス資本主義の構

造を明らかにし，そのなかに石炭鉱業を正しく位置づけようとする本書の試みは・高く

評価されうる 。

　本書全体を通して若林氏が解明しようとした大きな問題は，¢イギリス国民経済にお

ける石炭鉱業の位置，とりわけ製造業にたいする石炭鉱業の位置と比重の間題，および

　石炭鉱業の労働力生産構造の理論的規定と石炭鉱業の労働生産力の段階規定の問題で

ある 。

　¢の問題にたいして若林氏は，石次鉱業が製造業にたいしてｒ管制高地」としての位

置を占めていたとするＯ ．マックドナーの論点を継承して，石炭鉱業がイギリス国民経

済全体からみてｒ管制高地」的位置にあ ったと結論する 。そして，このような視角から

してはじめて，産業資本確立期における炭鉱 ・鉱山立法の意義と限界が理論的に整合的

に把握しうる，と主張する 。

　　の間題にたいして若林氏は，炭鉱における労働手段体系の構成要因の相互関係を正

しく位置づげるためには，労働手段体系をｒ筋骨体系および脈管体系の統一物」として

挽定することが肝要だと主張する 。そして産業資本確立期におげる石炭鉱業の労働生産

力の段階は，綿業に典型的にみられる機械体系にもとづく「工場」段階ではなく ，マニ

ュファクチ ュアから「工場」へ移行する初期段階，すなわち部分的機械装置段階にとど

まっ ていた，と結論する 。若林氏によれぱ，労働過程が基本的に手工的熟練に依存して

いたがために，労働過程における採炭夫の主体的 ・能動的役割が存続し，このことが ，

炭鉱労使関係と炭鉱労働運動に独自の特質を付与したのであり ，また，このことと高い

賃金 コストの存在こそ，炭鉱主が労使関係においてすぐれて対決的であり ，同時に，主

従法的杜会関係に長い間固執した理由である 。

（Ｉ）

本書は，産業資本確立期におげる石炭鉱業の総括的分析を目的とする第１部と ，主要

７大炭田の個別的分析，および初期鉱山立法と炭鉱労働運動の分析を目的とする第２部

とから構成されている 。

第１部は５章からなり ，イギリス国民経済における石炭鉱業の地位を解明する第１章
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にひきつづき，第２～５章では，石炭鉱業の生産構造が分析されている 。

　第１章では，第１節において，世界の石炭生産におげるイギリス石炭鉱業の圧倒的優

位と ，イギリスにおげる石炭需要構造が，統計的に明らかにされ，第２節においては ，

国民所得と鉱工業生産額に占める石炭生産額の比率，および就業人口と鉱工業部門就業

者における石炭鉱業の比重を分析することによっ て， イギリス国民経済におげる石炭鉱

業の地位の解明が試みられている 。１９世紀中葉のイギリスはｒ世界の工場」として世界

市場に支配的位置を占めていたが，そのイギリス製造業の国際競争力を根底において支

えるエネルギー基盤としての地位を石炭鉱業が占めていた，とする石次鉱業＝ｒ管制高

地」論が，第１章においては主として統計的手法によっ て説明されている 。

　第２章では石炭鉱業の労働過程が分析されている 。ここでは労働過程が，¢ｒ準備的

労働過程」（試掘，掘襲作業，開坑作業），◎ｒ基本的労働過程」（採炭と運搬），　ｒ補助的

労働過程」（通気，排水，支保 ・軌道敷設 ・充填，選炭たど）とに３分類され，それぞれの労

働過程におげる労働と労働手段について詳細た説明がたされ，総じて石炭鉱業の労働過

程と労働手段体系の特質が明らかにされている 。

　第３章では石炭鉱業におげる労働力編成，管理組織および労使関係が分析されてい

る。 ここではつぎの諸点が明らかにされている 。¢基本的労働過程である採炭 ・運搬過

程を基軸とする等級別労働力編成は，通気番→馬曳運搬夫→運搬夫→採炭夫，という年

齢的階梯によっ て構成されていた。　採炭 ・運搬過程にかかわる管理の組織彩態として

は３つの基本類型がみられた。すなわち，監督を頂点とし副坑夫長を末端管理職とし

て， 坑夫全体を直接的に雇用し管理する組織形態，採炭夫が補助労働者として運搬夫を

雇用する彩態，および，採炭請負人が採炭夫と運搬夫を雇用し，炭鉱主から手数料をう

げとる彩態である 。＠雇用主は，労働力管理組織が十分に確立していたい条件と厳しい

労使対抗関係のもとで企業経営をすすめた。労働過程における坑夫の主体的地位が存続

していたために，資本による労働力の円滑な指揮 ・監督 ・陶冶は困難であ った。労使関

係は，劣悪た労働環境と労働条件のもとで，ｒ原生的労働関係」の存在を通して，鋭い

対抗関係にあ った 。

　第４章では，産業資本確立期に一おげる炭鉱資本と鉱区所有者（鉱山地主）との鉱区賃

貸借関係の近代化の度合，すなわち近代的鉱区賃借権の確立の度合の確定が試みられて

いる 。第１節では，炭鉱地代にかんする理論的検討がなされたうえで，１９世紀中葉にお

げる炭鉱地代の３類型（トン当り地代，販売額当り地代，エーヵ一当り地代）が検討されてい
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る。 第２節では，¢謄本保有や慣習的自由保有などの旧来の保有権から，契約による鉱

区賃借権の取得にもとづく炭鉱経営に移行すること，　鉱区リースの契約内容における

炭鉱資本の権利義務関係におけるｒ資本の優位」の確立，という二つの指標をもっ て

「イギリス石次鉱業における近代的鉱区賃借権の確立指標」として，このよう狂見地か

ら， 鉱区リース契約関係におけるｒ資本の優位」の確立の程度が検討されている 。

　第１部の一つの小括として位置づけられている第５章では，いかなる指標をもっ て

ｒ石炭鉱業における産業革命および産業資本の確立」を境定しうるかという理論的問題

が検討されたうえで，産業資本確立期における石炭鉱業の資本制的発展段階にかんする

若林氏の見解が展開されている 。

　若林氏は，隅谷三喜男『日本石炭産業分析』を主要な批判対象として，石炭鉱業にお

ける産業革命および産業資本の確立を技術主義的たいし生産力主義的に把握する仕方

を，一面的にすぎるとして強く批判する 。若林氏によれぱ，ｒ石炭鉱業におげる産業革

命および産業資本の確立」という場合には，少たくとも ，ｒ¢石災鉱鉱業における労働

生産力（＝技術的 ・組織的）構造変革の段階的進展の画期を確定することを基底としつつ ，

そのことと一国全体の産業の労働生産力構造変革および産業構造そのものの段階的変化

の画期との関連 ・位置および隈度を見極め，＠これらの経済的基礎遇程の変革と一定の

因果連関をもつ杜会的 ・政治的 ・法制的改革（たいＬ変革）の諸指標〔石炭鉱業自身のそ

れを含む〕との相関を確認し，　一国資本主義の（拡大）再生産軌道定置（＝ｒ産業資本の

確立」）との関連で石炭鉱業自身の（拡大）再生産の（見通しの）確立指標を含まなけれぱ

ならない」（ｐ．１２７）。 そして，「石次鉱業のみに即してみれぱ，¢資本主義的生産に独自

的な労働生産力が市場価値→市場価格：競争構造の決定に規定的役割を果たし，　世界

市場 ・国内市場を通じて一国の杜会的総資本の（拡大）再生産の軌道定置のなかで市場

（＝ 資本蓄積）基盤を確立し，　労働力（坑夫）の自律的再生産の市場機構を確保し・か

くして資本：賃労働関係の（拡大）再生産の見通しを確定し，　それらを担保する杜会

史・ 政策立法史（法制史）上の画期的指標が提示される必要があろう 。しかもそれらが ，

一国全体の産業革命および産業資本の確立に関する諸指標との関連と整合性のもとで規

定されたけれぱならない」（ｐ．１２７），とされる 。

　このような見地から若林氏は，イギリス産業資本確立期から採炭機械化にいたる期問

における炭鉱技術史を，第１期（１８５０年代一８０年代半），第２期（１８８０年代半一１９２６年），第３

期（１９２６年一１９３０年代後半）という三つの時期に区分し，労働生産力構造変革の画期と指

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（６９１）
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標の確定を試みている 。

　以上の考察をふまえて若林氏は，第１部の総括として，イギリス産業資本確立期にお

げる石炭鉱業の資本主義的発展の段階的特質をつぎのようにまとめている
。

　¢　生産力段階は，発達したマニュファクチ ュアからｒ工場＝機械 ・装置体系」へ移

行する過渡期の初期段階，すなわち「部分的機械装置段階」であ った。１８７０年代半一８０

年代半がその中期段階，１９２０年代末が末期段階，１９３０年代がｒ工場」段階と規定されう

る。 石炭鉱業の生産力がｒ工場」段階に到達するためには，広義の機械工業と同様に ，

蒸気力という近代的動力段階から内燃機関 ・電力という勇代的動力段階への移行が不可

欠た条件であ った。イギリス産業資本確立期における石炭鉱業の労働生産力の構成諸要

素とその総体は，一方で，産業革命全体の成果と到達点を，製造業の工場とは別の水準

と形態で，それなりに積極的に吸収するとともに，他方で，機械工業が鉱山 ・炭鉱業の

道具 ・機械製作部門の杜会的分業的独立化であるということぱかりでなく ，まさに石炭

供給そのものを通じて，「世界の工場」としてのエネルギー基盤を支えたのである 。

　◎　イギリス資本主義の生産力優位への確信を基礎とした石炭鉱業の労働生産力の到

達点の対外経済政策上の指標は，従来の石炭輸出禁止的な局率関税の，１８３１年およぴ３４

年の段階的緩和を経た，１８５０年の全廃である
。

　　　石炭鉱業がイギリス産業構造のなかで，製造業，なかでも繊維工業につぐ，また

は比肩すべき重要な位置を占めるに至ったことを表わす杜会的指標は，一方ではｒ１８４２

年鉱山 ・炭坑法」であり ，他方では，国内蒸気鉄道網建設の一定程度の進行とともに ，

全国に散在する７大炭田相互の国内市場における一定程度の成熟を反映する ，１８４２年の

グレートブリテソ ・アイルラソド鉱夫連盟の結成である 。

　＠　以上の諸点を総括すると ，イギリス石炭鉱業の資本主義的確立期は１８４０年代半と

規定することができる 。

（皿）

　第１部におげる石炭鉱業の総括的分析を前提として，第２部においては，１８４０年代初

頭における主要７大炭田の生産力段階と賃労働の存在移態の個別的分析（第６章），およ

び初期鉱山立法と炭鉱労働運動との関係の分析（第７章）がなされている 。

　第６章では，主要７大炭田の生産力段階と賃労働の特質を分析する前提として，分析

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（６９２）



　　　　　　　　　若林洋夫著ｒイギリス石炭鉱業の史的分析』（富沢）　　　　　　　　１５７

のための理論的基準がまず検討されている 。

　１８４０年代初頭における次鉱の労働生産力の発展段階は，つぎの４類型に大別されてい

る。 ¢初期マニュファクチ ュア（採炭 ・運搬両過程の分業的編成末確立で，採炭労働の年齢別

＝熟練度別序列を欠き，切羽から坑口までの運搬労働の未分化と人力依存，自然通気 ・自然排水な

いＬ手動式ポソプ排水 ・機械装置的動力機構の導入ナシ，坑道設計の無計画性 ・非合理性）。 　中

期マニュファクチ ュア（採炭 ・運搬両過程の分業的編成不完全，坑内運搬未分化，馬力巻揚機，

火篭ないしファイア ・ラソプによる初歩的人工通気法，蒸気力排水機関未導入，坑道設計の計画性

たお不完全）。 　発達したマニュファクチ ュアまたは初歩的機械装置段階（採炭 ・運搬両過

程の分業的 ・熟練度別職階序列のある程度の発展，坑内運搬労働の２分化確立 ・主要坑道 レール敷

設， 馬力巻揚機または巻揚 ・排水兼用の蒸気機関，坑底衝風炉の導入，坑道設計の計画性の成立）。

＠発達したマニュファクチ ュアから「工場」へ移行する過渡期の初期段階：部分的機械

装置段階（採炭＝・ 運搬両過程の年齢別 ・熟練度別の職階的分業的序列編成の高度な発展，坑内運毅

労働の２分化 ・切羽→坑底問の鍛鉄製 レールの敷設，蒸気力巻揚機構および運搬遇程のシステム化

の進展，蒸気力排水機関，坑底衝風炉の連続運転と複合通気体系の確立，坑道を含む坑全体の計画

的設計の確立）。

　賃労働の存在形態にかんしては，つぎの諸点が指摘されている 。¢採炭請負人による

採炭夫 ・運搬夫雇用→採炭夫による運搬夫雇用→炭鉱主による全坑夫の直接的雇用，と

いう炭坑資本による坑夫の直接的指揮 ・監督の進行序列は，一般的に，労働生産力の技

術的組織的側面における継起的発展の４類型の進行順序とほぽ一致する傾剛こある ・＠

炭鉱主の賃金支払形態は，石炭量が唯一の客観的かつ現実的な労務 ・経営管理基準にな

る職種（採炭夫，運搬夫など）では，出来高 ＝個数賃金である 。　採炭夫が運搬夫を雇用

する場合は，採族夫は炭鉱主から出来高 ＝請負賃金を受取り ，運搬夫に時間賃金を支払

い， 中問搾取が介在する 。＠炭鉱主が採茨請負人と契約する場合は，請負人は採炭夫に

は出来高賃金を，運搬夫には時間賃金を支払う 。採炭夫も運搬夫も二重に搾取される ・

　現物給付としてのトラ ック制度が，大部分の炭田に蔓延していた。トラ ック制度は ，

とりわけ採炭請負人によっ てもっとも広範に導入されていた 。

　生産力段階と賃労働の特質を解明するための，このような分析視角をもっ て， 第６章

では，７大炭田（北東イソグラソド，ヨークシャー ミッドラソド，ラソカシヤｒスタ ツフオ

ードシャー サウス ・ウェールズ，スコツトラソド）のそれぞれの生産力段階と賃労働の特質

が詳細に論述されている 。そして，７大炭田の労働生産力の発展段階が，第１類型（初
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期マニュファクチ ュァ段階）から第４類型（発達したブニュファクチ ュァからｒ工場」へ移行す

る過渡期の初期段階＝部分的機械装置段階）に至るまでの，多様な生産カ ＝経営類型を示し

ていたことが，検出されている 。

　初期鉱山立法と炭鉱労働運動の分析を目的とする第７章においては，つぎの諸点が明

らかにされている 。

　（ユ）１９世紀中期におげる鉱山 ・炭鉱立法の歴史的位置。１９世紀中期の鉱山 ・炭鉱立法

（１８４２年鉱山 ・炭鉱法，１８５０年炭鉱検査法，１８５５年炭鉱検査法修正法，１８６０年鉱山規制 ・検査法，

１８６２年炭鉱関係法修正法）は，一方での安全＝保安条件の確保，他方での婦人 ・児童 ・年

少者の就業や労働時間規制等の労働力保全，という２条の系譜に大別されうる 。１９世紀

中期に先立つほとんどすべての鉱山 ・炭鉱関連立法は，労働者階級のなかでもっとも杜

会的地位の低い鉱夫にたいして懲罰的 ・抑圧的性格をもっ ていた。だが，１９世紀中期の

鉱山 ・炭鉱立法は，一方での懲罰的 ・抑圧的政策の継続と ，他方での保安条件確保と労

働力保全の初歩的政策の並存的性格を示している。懲罰的 ・抑圧的性格が抵拭され，労

資の杜会法的対等化原則の成立とある程度積極的な保安条件確保と労働力保全の政策へ

と進展していくのは，１８７０年代以降である 。このような見地からみるとき，１９世紀中期

は， 鉱山 ・炭鉱にかんする杜会政策立法史におげる一大画期をなし，労働者抑圧体制か

ら政労資協調体制へと転轍していく過渡期と把握されうる 。

　（２）　ｒ１８４２年鉱山 ・炭坑法」の成立過程。ｒ児童雇用委員会」の成立（１８４０年），ｒ児童

雇用委員会」の第１次報告書の公表（１８４２年），アシ ュリィ 法案をめぐる議会内外の動向

と議会での審議経過を含めて，ｒ１８４２年鉱山 ・炭坑法」の成立過程が詳細に検討されて

いる 。

　（３）　「１８４２年鉱山 ・炭坑法」の立法史上の意義。ｒ１８４２年鉱山 ・炭坑法」はつぎの二

重の意味で鉱山 ・炭坑関連立法史上の一大画期をなす。¢それは，懲罰的 ・抑圧的性格

をもつ従来の鉱山 ・炭坑関連立法にたいして，婦女子 ・児童 ・年少考保護立法の出発点

をたした。繊維工場におげる児童 ・年少者労働カ保全立法たるｒ１８３３年工場法」のつぎ

にｒ１８４２年鉱山 ・炭坑法」が成立したことは，石炭鉱業がイギリスの基本的産業を支え

るニネ ノレギー基盤としての地位を確立した基幹産業と次 っていたことの反映である 。　

「１８４２年鉱山 ・炭坑法」は，「１８３３年工場法」の成立過程とは異なり ，炭鉱 ・鉱山労働

者の独自の政治的杜会的運動を欠いた条件の下で成立した。しかし，ｒ児童雇用委員会」

報告の公表と「１８４２年鉱山 ・炭坑法」の成立は，それまでそれぞれの地方的隈界内で闘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（
１６９４）
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争し存亡をくり返していた地方坑夫組合を，ｒ近代的労働組合の原型」ともいわれるグ

レートブリテソ ・アイルラソド鉱夫連盟へと統合させていくうえで，強力な刺激を与え

た。

　（４）鉱夫連盟の闘争とｒ１８５０年族鉱検査法」の成立過程が検討され，ｒ１８４２年鉱山 ・

炭坑法」とｒ１８５０年炭鉱検査法」の成立によっ て， 婦人 ・児童労働保護と保安確保とい

う２条の系譜をもつ鉱山立法が出揃った，と評価されている 。

　（５）その後の炭鉱労働運動と鉱山立法の画期。第１次大戦以前の全国的炭鉱労働運動

と鉱山 ・炭鉱立法がつぎのように時期区分されている 。全国的炭鉱労働運動は，第１期

（１８４２年の鉱夫連盟の結成以降），第２期（１８６３年の鉱夫全国連盟の結成以降），第３期（１８８９年

のグレートブリテソ鉱夫連合の結成以降）の３期に区分される 。鉱山 ・炭鉱立法にかんして

は， ¢１８４２年法から１８６２年法までの初期段階，　「１８７２年炭鉱規制法」からｒ１９００年鉱

山（児童坑内労働禁止）法」までの中期段階，　「１９０８年炭鉱規制法」（炭鉱８時間法）と

ｒ１９１２年炭鉱（最低賃金）法」に代表される後期ないし末期段階，の３段階に区分され

る。 初期段階は，労使対決と坑夫抑圧体制下での最低限の婦人 ・児童保護および保安条

件の立法化を示す。中期段階は，政労資協調体制の移成と緯持が企図されつつ，一方で

初期段階の継承 ・発展として労働力保全と保安条件確保策の強化が図られつつも ，他方

で賃金 ・労働時問たどの労使関係の根幹にかかわる直接的規制は，放任原理のもとで慎

重に回避された。ところが，後期段階になると ，第１次大戦に向かう英独対立激化の状

況下で，政労資協調体制の崩壌を回避するために，賃金と労働時間への直接的規制が行

なわれるようにな った。だが，このような政労資協調体制は，第１次大戦とその後のイ

ギリス資本主義の構造的脆弱性の露呈，とくに１９２６年全国炭鉱ストとともに崩壌してい

つた 。

（ｖ）

　歴史研究としての本書の豊富な内容を十全に紹介することは困難であり ，以上の要約

は本書の骨組みを示すにすぎない。本書においてはほとんどの章で，まず史実分析のた

めの理論的検討がたされ，ついでそれにもとづいて史実分析がたされるという手堅い手

法がとられているが，要約困難なこの史実分析のうちに数多くの貴重なｆａｃｔ－ｉｎｄｍｇと

重要な論点とが見い出される 。
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　若林氏はイギリス産業資本確立期におげる第一次史料を広範剛こ渉猟しているが，本

書が依拠するもっとも基本的な史料はｒ児童委員会」（ｒ鉱山および製造所の児童の雇用と状

態を調査する国璽下の委員会」）の第１次報告書（１８４２年）である 。

　４名の コミッショ ナーと２０名のサブ ・コミッショ ナー からなるこのｒ児童委員会」

（１８４０年成立）は，１３歳未満の児童を調査対象とし，１２項目にわたる調査項目（児童の年齢

と人数，労働時問，食事，雇用の性格，労働場所の状態，事故，休日，雇用契約と賃金，待遇と世

話， 身体的状態，道徳的状態，比較的状態）を定め，調査領域を鉱山と製造業に分割した 。

炭鉱を中心とする鉱山の調査は，サブ ・コミッシヨ ナーにより１８４１年に実施され，地域

・業種別に報告 ・証言録 ・付属資料としてまとめられた。そして，この調査にもとづい

てコミッシ ョナー報告が作成された。１８４２年に公表された『児童雇用委員会 ・第１次 コ

ミヅンヨ ナー報告書 ・鉱山篇』は，この コミヅツヨ ナー報告を報告書本文とし，サフ ・

コミヅンヨ ナーの報告，証言録および付属資料を付属文書とするものであ った 。

　このｒ児童委員会」の第１次報告書は，グレートブリテソとアイルラソドの鉱山業

の， ¢鉱石の賦存状態，◎生産 ・労働 ・技術の諸条件，　児童 ・年少者 ・教区徒弟 ・婦

女子の雇用の状態，＠鉱山 ・炭鉱労働者の身体的 ・道徳的 ・教育状態，などを，政府機

関が初めて明らかにしたものである。この報告書は，鉱山 ・炭鉱にかんする議会文書の

なかでもっとも広範に読まれ引用された，といわれている 。

　若林氏は本書（とくに第２ ，６ ，７章）においてこの報告書を，産業資本確立期におげ

るイギリス石炭鉱業の分析のためのもっとも重要な第一次史料として，ほぼ全面的に活

用している 。本書全体におけるこの史料の詳細な分析は，本書の基本的な貢献とみなす

ことができよう 。

　若林氏はまた，イギリス本国における最新の研究成果であるＭ　Ｗ　Ｆ１ｍｎ，丁加

別ｓ乏ｏびゲ〃彬ｓん０ｏｏけ〃肋ｓ的／Ｖｏ１．２／１７００－１８３０丁加〃伽ｓ〃ｏＺ　Ｒ舳Ｚ〃ｏ〃，１９８４（全

国石炭庁の委託にょる包括的なイギリス石炭業史の研究書）の見解を検討するたど，広範囲に

わたる内外の基本的参考文献を活用し，氏の見解との異同を論じている。とりわげ隅谷

三喜男教授の研究成果にたいしては，高い評価を与えるとともに，ｒ隅谷理論」におげ

る炭鉱労働手段体系の脈管体系的諸要素の過小評価，産業資本確立指標としての（筋骨

体系的要素である）蒸気力巻揚機関の過大評価，およぴ産業資本確立期におけるイギリス

石炭鉱業の労働生産力の独自の段階規定の軽視を，鋭く批判している。これらの点で本

書は，ｆａｃｔ－ｉｎｄｉｎｇ面での貢献だげではなく ，史実をどのように理解すべきかという塑

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（６９６）
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論面においても重要な間題提起を行た っている 。

　叙述のスタイルにかんして述べるたらぼ，数多くの図表において重要な内容が簡潔に

まとめられており ，後学の研究者にとって利用価値が高いものとな っている 。ただし ，

技術史にかんする箇所においては，より多くの図解が必要であ ったと思われる 。

　ヨーロッパの１８４０年代にかんする研究が近年さかんになされているが，本書はその一

環をなすものとしても評価されうる 。ヨーロッパの多くの国六で１８４０年代は一つの歴史

的転換期として把握されているが，イギリスにおける４０年代はいかに把握されるべきで

あろうか。それは一般的に，産業資本の確立期であると同時に労働運動の一大転換期と

して把握されている 。だが多くの場合，産業資本は製造業によっ て代表され，労働運動

の転換は，４０年代のチャーティスト運動から５０年代の熟練工中心の新型労働組合運動へ

の転換として理解されている 。そして，このような理解においては，歴史転換期におけ

るエネルギ ー産業としての石炭鉱業と坑夫労働運動の役割は相対的に軽視されている 。

本書は，従来の研究において希薄であ ったこの領域に踏み込んで，研究史上の問隙を埋

める作業をしている 。

　若林氏は，石炭鉱業がイギリス国民経済全体からみてｒ管制高地」的位置にあ ったと

結論する 。また，石族鉱業におげる産業革命と産業資本の確立を技術主義的に把握する

ことを批判して，石炭鉱業におげる産業革命と産業資本の確立は，一国全体の産業の労

働生産力構造と産業構造の変化，杜会的 ・政治的 ・法制的変化，一国資本主義の再生産

軌道定置との関連を明確にしたうえで，それらと理論的整合性をもつものとして把握さ

れねぱならない，と主張する 。この結論を十全に論証し，この主張を十分に展開すると

いう課題は，本書をもっ てするだけでは果たしえないかもしれない。しかし，理論と実

証の総合を目的としている若林氏の意図からするならば，本書全体でこの課題をどの程

度果たしえたのか，その総括のための一章を本書の最終章として付加して，今後の研究

の展望を示してほしか ったと思う 。

（６９７）




